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開会 午前９時３０分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１２名であります。 

  定足数に達しておりますので、令和元年

豊能町議会９月定例会議を開会いたします。 

  定例会議に当たりまして町長から挨拶が

ございます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おはようございます。 

  令和元年度豊能町議会９月定例会議の開

催に当たりまして御挨拶申し上げます。 

  議員の皆様におかれましては御多用のと

ころお集まりをいただきまして、ありがと

うございます。平素は豊能町の発展と住民

との広聴によりまして、福祉増進のための

御活躍をいただいていると、あつく御礼申

し上げます。 

  さて、６月定例会議以降の主な内容につ

きまして、少し御報告をさせていただきま

す。 

  ６月１３日の定例会にて御同意いただき

ました副町長、教育長でございますが、翌

１４日から就任をしております。同日大阪

府吉村知事、酒井教育長とも面談をさせて

いただき、本町の課題を訴えさせていただ

きました。そして６月の２４日からでござ

いますが、これまで要望しておりました町

民の方々との懇談会、実施をすることがで

きました。ともに副町長と教育長も御同席

をいただき、一昨日ですけれども、８月３

１日、ここで１４中１３の自治会まで意見

交換をさせていただくことができました。

あと残りは牧自治会でございます。 

  で、各地域での課題をお聞きをいたすこ

とができました。さまざまな前向きな意見

を頂戴をいたしました。町政に反映してま

いります。 

  ７月に入りまして、７月、８月は各地で

のお祭りやイベントが多うございましたけ

れども、全ての行事、ほとんどの行事に参

加をさせていただき、住民の皆さんと懇談

させていただきました。我がとよのん君も、

とよのんもお呼びいただいたところは一緒

に参りまして、盛り上げをさせていただき

ました。 

  なお、ゆるキャラグランプリに関しては、

昨年は５０位でございましたけれども、毎

日１票ということで訴えさせていただきま

して、８月の３０日からは順位が公表を、

実はされてないんですけれども、２３位ま

で、先週２３位まで躍進をいたしておりま

す。２２になってましたか。まで躍進をす

ることができました。引き続き私たちの財

産でありますとよのんをしっかりと啓蒙し

て、魅力づけに図りたいと思っております。 

  広域連携につきましては、我がまち、我

が町の国道拡幅に向けまして、国道４２３

号線整備促進協議会、これが７月の２３日。

そして国道４７７号線改修促進期成同盟会

において、改めて国への拡幅要望、そのほ

かの改善要望をしてまいりました。 

  また下水道につきましては、猪名川流域

下水道事業連絡協議会、ここが７月の２５

日に開催をいたします。 

  そして全国町村下水道推進大会、８月１

日に行われました。今後の課題、これを共

有をさせていただき、協議をさせていただ

きました。 

  広域水道企業団に関しましては総会が開

かれ、首長が企業庁としてですけれども、

永藤堺市長の就任が承認をされ、今後の検

討が始まっております。豊能郡環境施設組

合と猪名川上流広域ごみ処理施設の議会に

関しましては、全員協議会でも御報告をい

ただきましたので、割愛をさせていただき

ます。 
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  ９月に入りまして敬老の日を迎えますけ

れども、本町での御長寿の方のお祝いに行

ってまいりました。男性、女性とも１０４

歳の方でございまして、非常にお元気で食

欲も旺盛で、いろいろ本当にお話をさせて

いただきました。きっと１０５歳のお祝い

ができることだと信じております。 

  これから、残暑といいますか猛暑は少な

くなるかもわかりませんけれども、まだ３

０度超えが続いてまいります。これから心

配なことは秋の長雨と、そして台風でござ

います。町民の安心・安全な暮らしを支え

るべき職員とともに、頑張ってまいりたく

存じます。 

  ９月の５日には８８０万人訓練、これも

ございますので、皆さんとともに、そして

日ごろの点検をしっかりとさせていただき

たいと存じます。 

  本日の提出議案は人事１件、条例制定２

件、条例改訂５件、補正予算３件、決算認

定７件、合計１９でございます。どうぞ御

審議を賜りますようよろしくお願いをいた

します。 

  それでは冒頭に際しまして、御挨拶にか

えさせていただきます。よろしくお願いを

いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  なお、９月定例会議の会議期間は、本日

から９月２０日までの１９日間といたしま

す。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本定例会議の会議録署名議員は、会議規

則第１２３条の規定により、８番・小寺正

人議員及び９番・秋元美智子議員を指名い

たします。 

  ここで私から報告事項がございます。８

月３０日に、教育委員会より教育に関する

事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

報告書が提出されましたことを、ここで報

告いたします。 

  日程第２「第４２号議案 豊能町教育委

員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  それでは、第４２号議案の豊能町教育委

員会委員任命につき同意を求めることにつ

いて御説明申し上げます。 

  本件は教育委員会委員の任期満了に伴う

同委員の任命に際し、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第２項の規定

により、議会の同意を求めるものでござい

ます。 

  同意を求める方の御住所は、豊能町川尻

５９２番地、お名前は宮﨑純光さん、生年

月日は昭和３１年２月２３日でございます。 

  宮﨑さんは法輪寺御住職をお務めの傍ら、

ＰＴＡの役員、学校協議会の委員、民生委

員児童委員、地区福祉委員会の福祉委員な

どを歴任され、平成２７年１０月からは教

育委員をお務めになっておられます。この

たび再任をお願いするものでございます。 

  なお、任期は令和元年１０月２３日から

４年間になります。 

  御審議いただき、御同意賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（永谷幸弘君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり同意することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（永谷幸弘君） 

  起立全員であります。 

  よって、第４２号議案は原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

  日程第３「第４３号議案 豊能町会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例制定の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第４３号議案、豊能町会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例制定の件

について御説明申し上げます。 

  議案書の２ページから１８ページ及び条

例の概要資料をあわせてごらん願います。 

  本件は、地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律による改正後の地方公

務員法に基づく会計年度任用職員を採用す

るに当たり、同職員の給与及び費用弁償に

ついて条例を制定するものでございます。 

  それでは順次御説明申し上げます。 

  まず第１条の規定は、この条例の趣旨に

ついて。 

  第２条の規定は、週の勤務時間が常勤職

員と同じであるフルタイム会計年度任用職

員及び、それより勤務時間が短いパートタ

イム会計年度任用職員に対し支給する給与

の種類、給与の支給方法について定めるも

のでございます。 

  次に第３条から第１６条までの規定は、

フルタイム会計年度任用職員に関する規定

でございます。 

  まず給料関係として、第３条の規定は適

用する給料表について。第４条及び第５条

の規定は給料表の職務の級及び給料表の号

給の決定基準について。第６条の規定は給

料の支給について。それから少し飛びまし

て第１２条の規定は、給料の端数処理につ

いて。３つ飛びまして第１５条の規定は、

勤務１時間当たりの給与額について。第１

６条の規定は給料の減額についてそれぞれ

定めるものでございます。 

  次に手当関係として、第７条から第１１

条までと第１４条の規定は、地域手当、通

勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、

夜間勤務手当及び特殊勤務手当についてそ

れぞれ定めるものでございます。また第１

３条の規定は、定められた任期の合計が６

月以上のものについて期末手当を支給する

ことを定めるものでございます。 

  次に第１７条から第２６条までと、第２

８条、第２９条の規定は、パートタイム会

計年度任用職員に関する規定でございます。 

  まず報酬関係として、第１７条の規定は

月額、日額及び時間額の各報酬の算定方法

並びに職務の特殊性等の考慮が必要な者の

月額、日額、及び時間額の各報酬の上限に

ついて。 

  それから少し飛びまして第２２条の規定

は、報酬の端数処理について。 

  １つ飛びまして第２４条の規定は、報酬

の支給について。 

  第２５条の規定は、勤務１時間当たりの

報酬額について。 

  第２６条の規定は、報酬の減額について

それぞれ定めるものでございます。 

  次に、手当に相当する関係として、第１

８条から第２１条のまでの規定は、特殊勤

務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に

係る各報酬についてそれぞれ定めるもので

ございます。 
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  また、第２３条の規定は、定められた任

期の合計が６月以上であって、週の勤務時

間が著しく少ない者として、規則で定める

もの以外の者について期末手当を支給する

ことを定めるものでございます。 

  次に、費用弁償として第２８条及び第２

９条の規定は、通勤及び公務のための旅行

に係る費用弁償の支給について、それぞれ

定めるものでございます。 

  また第２７条の規定は給与からの控除に

ついて、第３０条の規定は規則への委任に

ついてそれぞれ定めるものでございます。 

  附則としまして、この条例は令和２年４

月１日から施行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第４「第４４号議案 地方公務員法

及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例制定

の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第４４号議案、地方公務員法及び地方自

治法の一部を改正する法律の施行に伴う関

係条例の整備に関する条例制定の件につい

て御説明申し上げます。 

  議案書の１９ページから３０ページ並び

に条例の概要資料、新旧対照表をあわせて

ごらん願います。 

  本件は、地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律により、令和２年４月

１日から会計年度任用職員が導入されるこ

となどに伴い、関係条例において所要の改

正を行うものでございます。 

  それでは順次御説明申し上げます。 

  まず第１条では、豊能町職員定数条例の

一部を改正し、会計年度任用職員のうち、

パートタイム会計年度任用職員については

定数外職員とするものでございます。 

  第２条では、豊能町職員分限条例の一部

を改正し、会計年度任用職員の分限による

休職期間は、当該会計年度任用職員の任期

の範囲内とするものでございます。 

  第３条では、職員の懲戒の手続及び効果

に関する条例の一部を改正し、パートタイ

ム会計年度任用職員についても、懲戒によ

る報酬の減額対象とするものでございます。 

  第４条では、公益的法人等への職員の派

遣等に関する条例の一部を改正し、地方公

務員法の改正による引用条項及び文言を整

理するものでございます。 

  第５条では、外国の地方公共団体の機関

等に派遣される職員の処遇等に関する条例

の一部を改正し、地方公務員法の改正によ

る引用条項及び文言を整理するものでござ

います。 

  第６条では、職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例の一部を改正し、会計年

度任用職員の勤務時間等は別に定めるとす

るものでございます。 

  第７条では、豊能町職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正し、会計年度任用

職員に係る育児休業及び部分休業について、

取得できる職員、取得できない職員を定め

るほか、育児休業の再度の取得ができる要

件等を定めるものでございます。 

  第８条では、人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例の一部を改正し、フルタ

イム会計年度任用職員の給与等の状況を公

表の対象に加えるものでございます。 

  第９条では、豊能町報酬及び費用弁償条

例の一部を改正し、本条例は特別職、非常

勤職員の報酬及び費用弁償について定める

ものとするとともに、題名を豊能町特別職

の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に
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関する条例に改めるものでございます。 

  第１０条では、豊能町一般職の職員の給

与に関する条例の一部を改正し、会計年度

任用職員の給与は別の条例、これは先ほど

御説明をいたしました第４３号議案のこと

でございますが、その別の条例で定めると

するもの。また欠格条項に係る関係箇所を

削除するものでございます。 

  最後に第１１条では、職員の退職手当に

関する条例の一部を改正し、パートタイム

会計年度任用職員には退職手当を支給しな

いとするもの。また欠格条項に係る関係箇

所を削除するものでございます。 

  附則としまして、この条例は令和２年４

月１日から施行するものでありますが、第

１０条及び第１条の欠格条項に係る関係箇

所を削除する規定は、令和元年１２月１４

日から施行するものとし、また第９条で条

例の題名を改正することに伴い、改正前の

題名を引用していた４つの条例について、

その一部を改正するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第５「第４５号議案 豊能町太陽光

発電施設の設置及び管理に関する条例制定

の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  おはようございます。 

  それでは第４５号議案、豊能町太陽光発

電施設の設置及び管理に関する条例制定に

つきまして御説明させていただきます。 

  議案書の３１ページ及び議案概要書をご

らんください。 

  豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に

関する条例を、次のように定めるものです。 

  提案理由は、太陽光発電施設が生活環境、

景観、その他自然環境に及ぼす影響に鑑み、

森林の伐採等による土砂災害の防止並びに

緑豊かな自然環境及び良好な生活環境の保

全に寄与するため、太陽光発電施設の設置、

維持管理等に関する事項を定めるものでご

ざいます。 

  それでは本条例の内容につきまして御説

明申し上げます。 

  議案書の３２ページをごらんください。 

  条例の内容といたしまして、まず第１条

において条例の目的を定め、第２条では規

制の対象となる太陽光発電施設の用語の定

義を規定しております。 

  次に第３条では町の責務、４条では町民

の責務、５条では事業者の責務を規定して

おります。 

  次に第６条では、太陽光発電施設を設置

してはいけない禁止区域の規定をしており

ます。その区域は地すべり防止区域、急傾

斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域及び

土砂災害特別警戒区域、それと都市計画法

に規定する住居専用地域及び近隣商業地域

としています。 

  また第７条では、第６条で規定した禁止

区域以外の区域で太陽光発電施設を設置し

ようとする場合、あらかじめ町長の許可が

必要である旨を規定しております。 

  次に第８条では許可申請前の事前協議に

ついて規定し、第９条では事業区域の周辺

関係者への説明会を開催する旨を規定して

います。 

  第１０条では許可基準を、第１１条では

施設の基準を定めています。 

  第１２条では変更の許可を、第１３条で

は工事完了の届け出を、第１４条では地位

継承を規定し、第１５条では廃止の届け出

について、第１６条では維持管理について、

第１７条では許可の取り消しについて、第
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１８条では立入調査について規定しており

ます。 

  第１９条では、違反行為を行った設置事

業者に対する指導、助言及び勧告について、

第２０条では勧告に従わないときの命令に

ついて、第２１条では命令に従わない場合

は事業者の公表等について規定しており、

第２２条では本町条例を事業者が遵守しな

いと認められる場合は、国に対し報告する

旨を規定し、第２３条では規則に委任する

旨の規定でございます。 

  なお、附則の位置において、施行日は令

和元年１０月１日と定め、附則の２から６

では、経過措置として、本条例の施行前に

太陽光発電施設の設置が完了している場合

における本条例の規定の適用について、必

要な経過措置を規定しております。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第６「第４６号議案 豊能町附属機

関に関する条例改正の件」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第４６号議案 豊能町附属機関に関する

条例改正の件について御説明申し上げます。 

  議案書の４２ページ、４３ページをお開

き願います。 

  本件はこれまで、町の総合的な指針であ

った総合計画について、その計画の名称を

総合まちづくり計画と改称し、その策定に

必要な事項についての調査、審議に関する

事務を行う附属機関を新たに設置するもの

でございます。 

  条例の概要説明資料をごらん願います。 

  設置する附属機関の名称は、豊能町総合

まちづくり計画審議会でございます。担任

する事務は、総合まちづくり計画の策定に

関する必要な事項についての調査、審議に

関する事務でございます。 

  附則としまして、施行期日は公布の日と

し、豊能町報酬及び費用弁償条例中、総合

計画審議会委員を総合まちづくり計画審議

会委員に改め、あわせて豊能町総合計画審

議会条例を廃止するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第７「第４７号議案 豊能町印鑑条

例改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  おはようございます。 

  それでは第４７号議案、豊能町印鑑条例

の一部改正の件につきまして、提案理由の

説明をさせていただきます。 

  今回の改正は、主に住民基本台帳法施行

令の改正により、住民票に旧氏の記載が可

能となることに伴い、豊能町印鑑条例の改

正を行うものでございます。 

  豊能町印鑑条例は、印鑑の登録及び証明

について必要な事項を定めた条例でござい

ます。 

  それでは改正の主な概要について説明を

させていただきます。 

  お手元の概要書の、豊能町印鑑条例新旧

対照表をごらんください。 

  まず１ページ、第２条第１項でございま

すが、住民基本台帳についての表現を準則

に従い改めるものでございます。 

  次に第４条第２項第１項につきましては、

印鑑の登録に旧氏使用が可能となることに

より、登録に係る制限が緩和されるもので
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ございます。旧氏とは、その者が過去に称

していた氏であって、その者に係る戸籍ま

たは除籍に記載または記録されているもの

を言いますが、ここで言う印鑑の登録に使

用できる旧氏は、戸籍等の添付による住民

票への旧氏記載の請求によって住民票に記

載されている旧氏のことを指すものでござ

います。したがって、旧氏が住民票に記載

されていることが登録の条件となってまい

ります。 

  次に同条第３項につきましては、準則に

従って文言の修正をしてございます。 

  次に第６条第１項第３号につきましては、

印鑑登録原票の登録事項について旧氏を追

加するとともに、同項第７号では文言の修

正を行うものでございます。 

  次に第１４条第２項につきましては、印

鑑登録証明書の記載事項の見直しとして、

証明書の記載事項から性別を削除するもの

でございます。 

  なお、附則といたしまして、この条例は

住民基本台帳法施行令の改正に合わせまし

て、令和元年１１月の５日から施行するも

のでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定くださいますよう、よろしくお願

いをいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第８「第４８号議案 豊能町災害弔

慰金の支給等に関する条例改正の件」を議

題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第４８号議案、豊能町災害弔慰金の支給

等に関する条例改正の件について御説明申

し上げます。 

  議案書の４７ページ、４８ページ並びに

条例の概要資料と新旧対照表をあわせてご

らん願います。 

  本件は災害弔慰金の支給等に関する法律

及び同法施行令の改正に伴い、災害援護資

金の償還等について所要の改正を行うもの

でございます。 

  それでは条例の改正内容について御説明

を申し上げます。 

  条例第１５条第３項において、災害援護

資金の償還免除については、その免除理由

の対象範囲が拡大された法律第１４条第１

項の規定によるとするものでございます。 

  また災害援護資金の償還金の支払猶予ま

たは償還免除を判断するに当たっては、報

告等を求めることができる規定が追加され

た法律第１６条の規定によるとするもので

ございます。 

  附則として、この条例は公布の日から施

行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第９「第４９号議案 豊能町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例等改正の件」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  八木教育次長。 

○教育次長（八木一史君） 

  おはようございます。 

  それでは第４９号議案、豊能町特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例等改正の件に

ついて御説明させていただきます。 

  議案書４９ページから５１ページ及び概

要説明書、新旧対照表もあわせてごらんく

ださい。 

  提案理由は、子ども・子育て支援法及び

子ども・子育て支援法施行令の改正に伴い、
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所要の改正を行うものでございます。 

  法及び施行令の改正により新たな寄附制

度が創設され、本年１０月より本町でも３

歳児から５歳児の保育料並びにゼロ歳児か

ら２歳児までの住民税非課税世帯の保育料

などを無償にするに当たり、関係する３条

例の一部改正をまとめて上程するものでご

ざいます。 

  それでは、内容について御説明いたしま

す。 

  第１条としまして、豊能町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正でござい

ます。法改正による文言の整理でございま

して、本則中、支給認定を教育・保育給付

認定に、支給認定保護者を教育・保育給付

認定保護者に、支給認定子どもを教育・保

育認定子どもに、支給認定子ども等を教

育・保育給付認定子ども等に改め、附則第

４項及び附則第５項中、支給認定子どもを

教育・保育給付認定子どもに改めるもので

ございます。 

  第２条としまして、豊能町子どものため

の教育・保育給付に関する利用者負担額を

定める条例の一部改正でございます。第３

条第１項中、支給認定保護者を教育・保育

給付認定保護者に改めるものでございます。 

  第３条としまして、豊能町立幼稚園条例

の一部改正でございます。 

  第６条第３項の次に、「ただし子どもの

ための教育・保育給付が必要と認めた場合

は、別表の預かり保育料をゼロ円とする」

を加えるものでございます。 

  附則としまして、この条例は令和元年１

０月１日から施行し、経過措置としまして、

第３条の規定により改正後の豊能町立幼稚

条例第６条第３項の規定は、この条例の施

行の日以降の預かり保育料について適用し、

同日前の預かり保育料については、なお従

前の例によるとするものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定いただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第１０「第５０号議案 豊能町消防

団員の転院、任免、給与、服務等に関する

条例改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第５０号議案、豊能町消防団員の転任、

任免、給与、服務等に関する条例改正の件

について御説明申し上げます。 

  議案書の５２ページから５４ページ並び

に条例の概要資料と新旧対照表をあわせて

ごらん願います。 

  本件は消防団員の定数を改めるとともに、

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関

する法律の施行に伴い、欠格事項について

所要の改正を行うものでございます。 

  それでは条例の改正内容について御説明

申し上げます。 

  第２条第１項では、本町消防団の現状を

踏まえ、団員の定数を２４５人から２１０

人に改めるものでございます。 

  第３条第２項では、団員数の減少傾向を

緩和するため、任用に係る年齢の上限を４

５歳未満から５０歳未満に改めるものでご

ざいます。 

  第４条では、欠格事項から成年被後見人

及び被保佐人を削除するほか、所要の改正

を行うものでございます。 

  そのほか、用語の整理、題名の変更、追

加などをするものでございます。 

  附則としまして、この条例は令和元年１

０月１日から施行するものでありますが、

第４条の欠格事項の改正規定は令和元年１
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２月１４日から施行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第１１「第５１号議案 令和元年度

豊能町一般会計補正予算の件」を議題とい

たします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  おはようございます。 

  それでは第５１号議案、令和元年度豊能

町一般会計補正予算の件について御説明申

し上げます。 

  補正予算の１ページをお開き願います。 

  令和元年度豊能町一般会計補正予算（第

３回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ1,６４６万7,０００

円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ７０億2,５３０万4,０００円と

するものでございます。 

  補正後の款・項の区分及び金額は、２ペ

ージから４ページの「第１表 歳入歳出予

算補正」に記載のとおりでございます。 

  次に第２条といたしまして、債務負担行

為の補正でございますが、５ページをお開

き願います。 

  「第２表 債務負担行為補正」に記載の

とおり、「地域イントラネット更新事業」

から、６ページの「保育所及び認定こども

園給食調理業務委託事業」まで、１１の事

業について債務負担行為の追加を行うもの

でございます。 

  これはいずれの事業も既に契約済みの事

業でございまして、１０月からの消費税率

改定に伴う増額分を追加するものでござい

ます。 

  それでは今回の補正の内容について、ま

ず歳出から御説明申し上げます。 

  １５ページをお開き願います。 

  款３・民生費、項１・社会福祉費、目

１・社会福祉総務費の１１、障害児福祉事

務事業でございますが、幼児教育・保育の

無償化に合わせて、障害児通所施設の利用

者負担が無償化されることに伴う費用を増

額するものでございます。 

  次に項２・児童福祉費、目２・児童福祉

施設費の３、吉川保育所運営事業でござい

ますが、先ほど債務負担行為のところで御

説明いたしました消費税の増税に伴い、吉

川保育所の給食調理に係る委託料を増額す

るものでございます。 

  １６ページをお開き願います。 

  款６・農林水産業費、項１・農業費、目

３・農業振興費の３、農業振興事業でござ

いますが、牧地区の圃場整備事業の実施に

伴い、機構集積協力金を増額し、交付する

ものでございます。 

  次に目４・農地費の５、圃場整備事業で

ございますが、牧地区の圃場整備事業につ

いて、大阪府への負担金を増額するもので

ございます。 

  次に款１０・教育費、項１・教育総務費、

目２・事務局費のうち、人件費事業でござ

いますが、幼児教育・保育の無償化の実施

に伴う人件費の増額でございます。 

  次に１１、子ども・子育て支援事業でご

ざいますが、幼児教育・保育の無償化の実

施に伴う事務費及び町立以外の幼稚園・保

育所に対する教育・保育給付費などでござ

います。 

  次に１７ページの項２・小学校費、目

１・学校管理費の２、小学校管理事業でご

ざいますが、小学校施設の特殊建築物定期

検査に要する費用でございます。 

  １８ページをお開き願います。 
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  項３・中学校費、目１・学校管理費の２、

中学校管理事業でございますが、中学校施

設の特殊建築物定期検査に要する費用でご

ざいます。 

  次に項４・幼稚園費、目１・幼稚園管理

費の５、ふたば園管理事業でございますが、

先ほど債務負担行為のところで御説明いた

しました消費税の増税に伴い、ふたば園の

給食調理に係る委託料を増額するものでご

ざいます。 

  １９ページをお開き願います。 

  項５・社会教育費、目５・ホール運営費

の２、ユーベルホール管理事業でございま

すが、ユーベルホールの特殊建築物定期検

査に要する費用でございます。 

  歳出の説明は以上でございます。 

  次に歳入について御説明申し上げます。 

  １０ページへお戻り願います。 

  款１０・地方特例交付金、項２・子ど

も・子育て支援臨時交付金、目１・子ど

も・子育て支援臨時交付金でございますが、

幼児教育・保育の無償化に伴う保育料の減

額分に対する国からの交付金でございます。 

  次に款１３・分担金及び負担金、項１・

負担金、目１・民生費負担金及び目３・教

育費負担金、また１１ページの款１４・使

用料及び手数料、項１・使用料、目６・教

育使用料でございますが、いずれも幼児教

育・保育の無償化に伴い、保育所の保育料

及び幼稚園の使用料を減額するものでござ

います。 

  １１ページの款１５・国庫支出金、項

１・国庫負担金、目１・民生費国庫負担金

でございますが、障害児通所施設の利用者

負担の無償化に対する国庫負担金でござい

ます。 

  １２ページをお開き願います。 

  項２・国庫補助金、目７・教育費国庫補

助金の５、子ども・子育て支援事業費国庫

補助金でございますが、障害児通所施設の

利用者負担の無償化に対する国庫補助金で

ございます。 

  次の７、子育てのための施設等利用休符

交付金でございますが、幼児教育・保育の

無償化に伴う町立以外の幼稚園・保育所の

教育・保育給付費などに対する国庫補助金

でございます。 

  次に款１６・府支出金、項１・府負担金、

目２・民生費府負担金でございますが、障

害児通所施設の利用者負担の無償化に対す

る府負担金でございます。 

  １３ページをお開き願います。 

  項２・府補助金、目５・農林水産業費府

補助金でございますが、牧地区の機構集積

協力金に対する府補助金でございます。 

  次の目８・教育費府補助金でございます

が、幼児教育・保育の無償化に伴う町立以

外の幼稚園・保育所の教育・保育給付費等

に対する府補助金でございます。 

  款１９・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金でございますが、

今回の補正の財源調整として増額するもの

でございます。 

  １４ページをお開き願います。 

  項２・特別会計繰入金、目１・介護保険

特別会計事業勘定繰入金でございますが、

平成３０年度の事業の清算に伴う繰り戻し

でございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第１２「第５２号議案 令和元年度

豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算

の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 
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  第５２号議案、令和元年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定補正予算の件について

御説明させていただきます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  令和元年度豊能町介護保険特別会計事業

勘定補正予算（第３回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ1,５７１万1,０００

円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２３億2,９５５万7,０００円と

するものでございます。 

  それでは今回の補正内容について、歳出

より御説明させていただきます。 

  ７ページをお開き願います。 

  款５・基金積立金、目１・介護給付費準

備基金積立金の２２３万4,０００円につき

ましては、介護給付費交付金の過年度追加

分として受けたものを、基金に積み立てる

ものでございます。 

  下段の款７・諸支出金、目２・国・府等

支出金償還金の1,２８１万7,０００円は、

前年度の介護保険事業における給付実績等

の精算により、国・府等へ償還を行うもの

でございます。 

  続きまして８ページの目１・一般会計繰

出金の６６万円は、前年度の介護保険事業

における事務費の精算により、一般会計に

繰り戻すものでございます。 

  次に歳入の説明をさせていただきます。 

  ６ページをお開き願います。 

  款４・支払基金交付金の２２３万4,００

０円につきましては、先ほど歳出で説明を

いたしました過年度追加分の介護給付費交

付金でございます。 

  下段の款８・繰越金の1,３４７万7,００

０円は、平成３０年度決算における繰越金

でございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定くださいますよう、よろしくお願

いをいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第１３「第５３号議案 令和元年度

豊能町下水道事業特別会計補正予算の件」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  それでは第５３号議案、令和元年度豊能

町下水道事業特別会計補正予算（第２回）

につきまして御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ

７万8,０００円を増額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ４億7,６２８万8,

０００円とするものです。 

  今回の補正予算につきましては、本年１

０月に実施されます消費税率の改訂に伴い、

保守管理委託料を増額するものでございま

す。 

  それでは歳出から御説明申し上げます。 

  ７ページをごらんください。 

  款１・下水道費、項１・下水道管理費、

目２・下水道維持管理費で７万8,０００円

の増額であります。これはときわ台中継ポ

ンプ場の保守管理委託料につきまして、消

費税率の増加分を増額するものでございま

す。 

  次に歳入を御説明申し上げます。 

  ６ページをごらんください。 

  款２・使用料及び手数料、項１・使用料、

目１・下水道使用料で同じく７万8,０００

円の増額でございます。これは委託料の増

額分にあてるため、増額するものでござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願いし

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  日程第１４「第１号認定 平成３０年度

豊能町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  第１号認定、平成３０年度豊能町一般会

計歳入歳出決算につきまして概要を述べ、

提案説明とさせていただきます。 

  本件につきましては地方自治法第２３３

条第３項の規定により、別冊の監査委員の

決算審査意見書をつけて議会の認定に付す

ものでございます。 

  それでは平成３０年度大阪府豊能郡豊能

町一般会計特別会計歳入歳出決算書の一般

会計歳入歳出決算書をお開き願います。 

  決算書の５ページをごらんください。 

  歳入合計は６６億6,４８８万4,０２９円、

歳出合計は６３億8,７７２万8,０１０円で、

差引残高２億7,７１５万6,０１９円でござ

いますが、予算繰越により翌年度へ繰り越

すべき額２億3,０１２万7,１８４円を差し

引きした再差し引き後の実質収支額は4,７

０２万8,８３５円の黒字となり、翌年度へ

繰り越すものでございます。 

  まず６ページから８ページの歳入につい

て御説明します。 

  一般会計の歳入合計は、８ページの収入

済額の最下段の６６億6,４８８万4,０２９

円で、予算現額に対する収入率は87.１％、

前年度と比較して8.４％の減となっており

ます。なお、不納欠損額は１００万2,９６

３円、収入未済額は4,４２９万6,５２７円

となっております。 

  歳入の主なものとしまして、まず６ペー

ジの款１・町税でございます。平成３０年

度決算は１８億1,３７６万4,０８７円で、

前年度と比べてマイナス5,０９５万5,６４

４円、率にしてマイナス2.７％となってお

り、主に個人町民税、固定資産税の減少に

よるものでございます。歳入の款別構成比

率は27.２％でございます。 

  次に７ページの款１０・地方交付税でご

ざいます。決算額は２２億7,４２５万6,０

００円で、前年度と比べてプラス6,５１０

万7,０００円、率にして3.０％となってお

ります。歳入の款別構成比率は34.１％で

ございます。 

  款１４・国庫支出金でございますが、決

算額は３億8,０２１万9,７２６円で、前年

度と比べてマイナス4,０６６万8,３３２円、

率にしてマイナス9.７％となっております。

その主なものは、臨時福祉給付金補助金の

減によるものでございます。歳入の款別構

成比率は5.７％でございます。 

  款１５・府支出金でございますが、決算

額は３億7,５７９万3,７７１円で、前年度

と比べてマイナス2,３６８万9,８２９円、

率にしてマイナス5.９％となっております。

その主なものは、市町村振興補助金の減に

よるものでございます。歳入の款別構成比

率は5.６％でございます。 

  次に８ページの款１８・繰入金でござい

ます。決算額は６億2,１３１万7,９６２円

で、前年度と比べてプラス２億7,１３３万

2,４５３円、率にしてプラス77.５％とな

っております。その主なものは、財政調整

基金からの繰り入れが前年度と比べて３億

2,０００万円増加したこと、介護保険特別

会計事業勘定からの繰り入れが5,３４１万

2,５４７円減少したことによるものでござ

います。歳入の款別構成比率は9.３％でご

ざいます。 

  最後に、款２１・町債でございますが、

決算額は３億939万7,０００円で、前年度

と比べてマイナス３億8,７４６万9,０００

円、率にしてマイナス55.６％となってお

ります。その主なものは、地域防災無線事
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業債等の発行がなかったことによるもので

ございます。歳入の款別構成比率は4.６％

でございます。 

  以上が歳入の主なものでございます。 

  続きまして、９ページから１１ページの

歳出について御説明します。 

  一般会計の歳出合計は、１１ページの支

出済額最下段の６３億8,７７２万8,０１０

円で、予算現額に対する執行率は83.５％

となっております。予算繰越額は８億4,３

８１万7,７６３円、不用額は４億1,６６６

万6,２２７円でございます。歳出の主なも

のでございますが、９ページの款２・総務

費は、決算額１１億7,４６９万６９６円で、

執行率は90.４％でございます。前年度と

比べてマイナス２億3,８８７万8,９０２円

となっており、その主なものは地域防災行

政無線整備工事の減、退職手当の増による

ものでございます。翌年度繰越額6,１９２

万1,１７６円の主なものは、戸知山周辺整

備事業、大阪府知事選挙及び大阪府議会議

員一般選挙でございます。歳出の款別構成

比率18.４％でございます。 

  款３・民生費は、決算額１７億8,３２４

万4,３９３円で、執行率は92.３％でござ

います。前年度と比べてプラス800万2,３

１０円となっております。翌年度繰越額4,

６７２万5,７２０円の主なものは、豊寿荘

冷暖房設備改修事業でございます。歳出の

款別構成比率は27.９％でございます。 

  款４・衛生費は、決算額８億8,１３３万

3,８３２円で、執行率は92.３％でござい

ます。前年度と比べてプラス2,１３４万5,

７６８円となっており、その主なものは、

上水道事業への補助金の増によるものでご

ざいます。歳出の款別構成比率は13．８％

でございます。 

  款６・農林水産業費は決算額8,０４０万

4,６７８円で、執行率は53．８％でござい

ます。前年度と比べてマイナス2,９０５万

2,１９７円となっており、その主なものは

農×観光戦略推進事業の減によるものでご

ざいます。翌年度繰越額5,８９４万8,００

０円の主なものは、農産物販売等拠点施設

整備事業でございます。歳出の款別構成比

率は1.３％でございます。 

  １０ページの款８・土木費は、決算額４

億3,４３４万5,１１６円で、執行率は85.

９％でございます。前年度と比べてマイナ

ス1,３２６万5,７９６円となっており、そ

の主なものは、道路台帳整備事業の減によ

るものでございます。翌年度繰越額1,０５

３万4,０００円は、公園緑地整備事業でご

ざいます。歳出の款別構成比率は6.８％で

ございます。 

  款９・消防費は決算額３億5,４６５万9,

５７９円、執行率は97.５％でございます。

前年度と比べてプラス1,０３１万9,２５５

円となっており、その主なものは箕面市へ

の消防事務委託負担金の増によるものでご

ざいます。歳出の款別構成比率は5.６％で

ございます。 

  款１０・教育費は、決算額８億8,８５５

万7,１８７円で、執行率は84.８％でござ

います。前年度と比べてマイナス4,７４９

万６２１円となっており、学校、公民館等

の改修工事の減によるものでございます。

翌年度繰越額8,９４５万5,８４０円の主な

ものは、空調機器設置事業でございます。

歳出の款別構成比率は13.９％でございま

す。 

  款１１・公債費は、決算額５億6,１５２

万8,４７３円で、執行率は１００％でござ

います。前年度と比べてマイナス6,４４３

万8,０５５円となっており、その主なもの

は、町債の満期償還により元利金の支払が

減少したことによるものでございます。歳

出の款別構成比率は8.８％でございます。 



 

 1－17 

  最後に、１１ページの款１３・災害復旧

費は、決算額9,１９８万９５４円で、執行

率は13.６％でございます。前年度と比べ

て、プラス8,８６３万2,９５４円となって

おり、その主なものは、農林水産施設、公

共土木施設等の災害復旧費の増によるもの

でございます。翌年度繰越額５億7,６２３

万3,０２７円の主なものは、耕地災害復旧

事業でございます。歳出の款別構成比率は

1.４％でございます。 

  以上が歳出の主なものでございます。 

  なお、地方自治法施行令第１６６条第２

項に規定します歳入歳出決算事項別明細書、

実質収支に関する調書及び財産に関する調

書は、１３ページから２０２ページ、３５

７ページ、３７５ページに記載しておりま

す。また、別冊の平成３０年度事業評価・

主要施策成果報告書もあわせて御参照いた

だきますようお願い申し上げます。 

  以上、簡単ではございますが決算概要の

説明とさせていただきます。御審議の上御

認定賜りますようお願い申し上げます 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第１５「第２号認定 平成３０年度

豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入

歳出決算の認定について」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  それでは、第２号認定、平成３０年度豊

能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳

出決算の認定につきまして、提案の御説明

を申し上げます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２０７ページをお開き願います。 

  歳入合計３０億9,０６８万9,９０９円。

歳出合計２９億2,９６９万９８６円で、差

引残高１億6,０９９万8,９２３円を翌年度

に繰り越すものでございます。 

  ２０８ページをお開き願います。 

  まず歳入でございます。 

  款１・国民健康保険税は、予算現額６億3,

９２９万7,０００円、調定額６億6,４６６

万7,９１１円に対し、収入済額６億1,６９

５万2,２５０円、不納欠損額５６８万7,３

９３円、収入未済額4,２０２万8,２６８円

でございます。 

  次に款２・使用料及び手数料でございま

すが、予算現額２５万1,０００円に対し、

調定額、収入未済額とも１９万1,７００円

で、これは保険税徴収に係ります督促手数

料等でございます。 

  款３・府支出金は予算現額２０億2,０８

５万1,０００円に対し、調定額、収入済額

とも２０億3,８９０万5,８９８円であり、

これは国保需要の安定化に資する事業の実

施状況などに対して交付される調整交付金

や、財政健全化の確保や広域化の推進など

の取り組みに対して交付される都道府県町

制交付金等でございます。 

  款４・繰入金でございます。予算現額１

億6,９９８万4,０００円に対し、調定額、

収入済額とも１億6,５２４万1,６２７円で、

これは一般会計からの繰入金でございます。 

  款５・繰越金は予算現額１億1,７８６万6,

０００円に対し、調定額、収入済額とも２

億5,９０６万8,０４８円で、前年度からの

繰越金でございます。 

  款６・諸収入は予算現額１万3,０００円

に対し調定額、収入済額とも1,０３３万３

８６円で、これは第三者行為損害賠償金及

び延滞金等の収入でございます。 

  次に歳出について御説明をさせていただ

きます。 

  ２０９ページをお開き願います。 
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  款１・総務費でございますが、予算現額3,

６０１万5,０００円に対し、支出済額3,４

６４万３４０円で、この経費は職員の人件

費と国民健康保険事務事業の管理運営費、

保険税の賦課徴収等の事務及び国保運営協

議会に用意した経費でございます。 

  款２・保険給付費は予算現額１９億8,４

１８万9,７５０円に対し、支出済額１９億7,

９３６万1,４０７円で、療養所費、高額療

養費等の給付費に要した経費でございます。 

  款３・国民健康保険事業費納付金は、予

算現額８億４１３万円に対し、支出済額８

億４１２万7,９０７円で、大阪府が決定し

た標準保険料などにより本町に割り当てら

れた納付金で、それぞれ大阪府に納めたも

のでございます。 

  款４・共同事業拠出金は予算現額1,００

０円に対し、支出済額４６９円でございま

す。退職者医療共同事業費として、国保連

合会に拠出した経費でございます。 

  款５・保険事業費は、予算現額2,７１４

万3,０００円に対し、支出済額1,９６１万9,

５６４円で、特定健康診査及び保健啓発等

に要した経費でございます。 

  款６・基金積立金、予算現額6,０００万

円に対し支出済額6,０００万円でございま

す。これは現在実施している保険料激変緩

和措置の財源として、基金へ積み立てた経

費でございます。 

  款７・公債費につきましては執行額はご

ざいませんでした。 

  款８・諸支出金は予算現額3,３６６万9,

０００円に対しまして、支出済額3,１９４

万1,２９９円で、これは国への償還金及び

診療所施設勘定に繰り出した経費でござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議の上御

認定くださいますようよろしくお願いをい

たします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第１６「第３号認定 平成３０年度

豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘

定歳入歳出決算の認定について」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  それでは第３号認定、平成３０年度豊能

町国民健康保険特別会計診療所施設勘定歳

入歳出決算の認定につきまして、提案の御

説明をさせていただきます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２４５ページをお開き願います。 

  歳入合計7,９７０万9,０７４円、歳出合

計7,４３３万9,１０９円で、差引残高５３

６万9,９６５円を翌年度に繰り越すもので

ございます。 

  ２４６、２４７ページをお開き願います。 

  まず歳入でございますが、款１・診療収

入は予算現額3,３６８万3,０００円に対し、

調定額、収入済額とも3,５９４万6,４５０

円で、これにつきましては内科、歯科の診

療収入でございます。 

  次の款２・使用料及び手数料は予算現額

７万円で、調定額、収入済額とも５万6,８

６０円となってございます。これにつきま

しては診断書等の手数料及び職員駐車場の

使用料収入でございます。 

  款３・繰越金は、予算現額1,０００円に

対し調定額、収入済額とも1,４３７万３８

３円で、前年度の繰越金でございます。 

  款４・繰入金は予算現額4,６５４万5,０

００円に対し、調定額、収入済額とも2,９

０２万1,０００円で、一般会計及び国民健

康保険特別会計事業勘定からの繰入金でご

ざいます。 
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  款５・諸収入は予算現額５０万1,０００

円に対し、調定額、収入済額とも３１万4,

３８１円でございます。これにつきまして

は、薬の容器代等の雑収入でございます。 

  次に歳出について御説明をいたします。 

  款１・総務費でございますが、予算現額6,

２６２万７２０円に対し、支出済額5,９１

４万8,０１３円でございます。職員人件費

及び診療所の管理運営に要した経費でござ

います。 

  次の款２・医療費は、予算現額1,８０８

万円に対しまして、支出済額1,５１９万1,

０９６円でございます。これにつきまして

は薬剤費及び医療費の消耗器材等に要した

経費でございます。 

  説明は以上でございます。御審議の上御

認定くださいますようよろしくお願いをい

たします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第１７「第４号認定 平成３０年度

豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」を議題といたします。 

  提案の説明を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  それでは第４号認定、平成３０年度豊能

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定につきまして、提案の御説明をいたし

ます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２６５ページをお開き願います。 

  歳入合計４億9,２３６万5,９０９円、歳

出合計４億7,６４２万5,０２８円、差引残

高1,５９４万８８１円を翌年度に繰り越す

ものでございます。 

  ２６６ページ、２６７ページをお開き願

います。 

  まず歳入でございますが、款１・後期高

齢者医療保険料は、予算現額４億2,５４０

万円。調定額４億2,６６３万1,３８７円に

対し、収入済額が４億2,２６６万5,６９５

円、不納欠損額１０３万9,６０４円、収入

未済額が２９２万6,０８８円でございます。 

  款２・使用料及び手数料は予算現額６万1,

０００円に対しまして、調定額、収入済額

とも２万9,６００円でございます。これは

保険料徴収に係ります督促手数料の収入で

ございます。 

  款３・繰入金は予算現額5,４６１万8,０

００円に対しまして、調定額、収入済額と

も5,４２１万3,９９６円で、一般会計から

の繰入金でございます。 

  款４・繰越金は、予算現額９７万4,００

０円で、調定額、収入済額とも1,５４５万6,

６１８円でございます。前年度からの繰越

金でございます。 

  続きまして、歳出の御説明を申し上げま

す。 

  款１・総務費は予算現額４７４万9,００

０円に対しまして、支出済額は４３７万6,

７４７円でございます。これにつきまして

は賦課徴収事務に要した経費でございます。 

  款２・後期高齢者医療広域連合納付金は、

予算現額４億7,５２７万1,０００円に対し、

支出済額４億7,１３４万2,５４１円で、こ

れは保険基盤安定負担金及び保険料等収納

額相当額の負担金でございます。 

  款３・諸収入は、予算現額８０万1,００

０円に対し、支出済額７０万5,７４０円で

す。これは保険料の還付金でございます。 

  説明は以上でございます。御審議の上御

認定くださいますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第１８「第５号認定 平成３０年度

豊能町介護保険特別会計事業勘定補正歳入
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歳出決算の認定について」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上浦生活福祉部長。 

○生活福祉部長（上浦 登君） 

  それでは第５号認定、平成３０年度豊能

町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決算

の認定につきまして、提案の御説明を申し

上げます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２８３ページをお開き願います。 

  歳入合計２０億9,０１９万8,６０１円、

歳出合計１９億5,３３３万9,９３２円でご

ざいます。差引残高１億3,６８５万8,６６

９円を翌年度に繰り越すものでございます。 

  ２８４ページをお開き願います。 

  まず歳入でございますが、款１・保険料、

予算現額５億4,３５８万5,０００円、調定

額６億1,０３５万5,６１３円に対し、収入

は済額６億５１１万6,９９５円、不納欠損

額９５万8,７５９円、収入未済額４２７万9,

８５９円で、これにつきましては第１号被

保険者による介護保険料収入でございます。 

  款２・使用料及び手数料は予算現額８８

３万4,０００円、調定額、収入済額とも1,

４８９万4,８３０円で、これは新予防給付

ケアマネジメント手数料及び介護保険料の

督促手数料収入でございます。 

  款３・国庫支出金は予算現額４億1,８０

７万円に対し、調定額、収入済額とも３億4,

８５４万7,２５９円で、これは介護給付費

及び介護予防事業費等に対する国庫負担金、

補助金並びに交付金でございます。 

  款４・支払基金交付金は予算現額５億2,

４６５万1,０００円に対しまして、調定額、

収入済額とも４億6,９６１万4,１２２円で、

これにつきましても介護給付費及び介護予

防事業費等に対する交付金で、第２号被保

険者保険料による交付金でございます。 

  款５・府支出金は、予算現額２億5,２２

４万1,０００円に対し、調定額、収入済額

とも２億5,７０１万5,７１２円で、これに

つきましても介護給付費及び介護予防事業

費等に対する大阪府の負担金並びに補助金

でございます。 

  款６・繰入金は予算現額３億2,１１５万2,

０００円に対しまして、調定額、収入済額

とも２億8,４５８万2,０３７円でございま

す。一般会計からの繰入金でございます。 

  款７・諸収入は予算現額２４万4,０００

円、調定額９０万8,９２６円に対し、収入

済額７２万7,９２０円で、収入未済額１８

万1,００６円となってございます。 

  雑入及び延滞金、加算金でございますが、

これは居宅介護サービス等の不正利得によ

る返還金の収入未済金でございます。 

  款８・繰越金は予算現額１億６９６万9,

０００円に対し、調定額、収入済額とも１

億９６９万9,７２６円で、前年度からの繰

越金でございます。 

  続きまして、歳出の説明をさせていただ

きます。 

  ２８６ページをお願いをいたします。 

  款１・総務費は予算現額6,６０１万9,０

００円に対しまして、支出済額5,７８９万2,

２４８円で、この経費は介護保険事務事業

の管理運営及び保険料の賦課徴収等の事務

に要した経費でございます。 

  款２・保険給付費は予算現額１８億4,２

９８万6,０００円に対し、支出済額１６億5,

３３２万6,９４７円で、これにつきまして

は介護サービス費、介護予防サービス費、

高額介護サービス費、特定入所者介護サー

ビス費及び審査支払手数料等に要しました

経費でございます。 

  款３・財政安定化基金拠出金は、大阪府
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に設置されております財政安定化基金に拠

出する経費でございますが、前年度に引き

続き平成３０年度におきましても支出額は

ございませんでした。 

  款４・地域支援事業費は予算現額１億5,

７８２万8,４８８円に対しまして、支出済

額１億4,０７２万8,１７８円で、これにつ

きましては介護予防事業並びに包括的支援

事業などに要しました経費でございます。 

  款５・基金積立金は、予算現額8,１０４

万円に対し、支出済額8,００３万6,０４９

円で、これは介護給付費準備基金への積立

金でございます。 

  款６・公債費につきましては、執行額は

ございませんでした。 

  款７・諸支出金は、予算現額2,０７２万6,

０００円に対しまして、支出済額2,０３５

万6,５１０円でございます。これにつきま

しては介護保険料の還付金及び国・府支払

基金等への償還金に要しました経費でござ

います。 

  説明は以上でございます。御審議の上御

認定くださいますようによろしくお願いを

いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第１９「第６号認定 平成３０年度

豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  それでは第６号認定、平成３０年度豊能

町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

につきまして、地方自治法第２３３条第３

項の規定により、別紙監査委員の意見をつ

けて議会の認定をお願いするものでござい

ます。 

  それでは決算書の３３１ページをお開き

願います。 

  平成３０年度下水道事業特別会計の決算

は、歳入合計４億7,０４３万5,４３８円、

歳出合計４億4,０８９万2,６０７円で、差

引残高2,９５４万2,８３１円を翌年度に繰

り越すものでございます。 

  ３３２ページをごらんください。 

  歳入より御説明申し上げます。 

  款１・分担金及び負担金は予算現額２６

万8,０００円、調定額１４８万2,７２０円、

収入済額１３１万8,３２０円で、収入未済

額は１６万4,４００円でございます。これ

は東地区内２件分の下水道負担金でござい

ます。 

  款２・使用料及び手数料は予算現額２億

4,９１３万5,０００円、調定額２億6,３０

６万6,９６９円、収入未済額２億4,７３８

万8,２７２円で、不納欠損額は１３万5,７

１７円、収入未済額は1,５５４万2,９８０

円でございます。これは下水道使用料及び

指定工事店登録手数料などの手数料でござ

います。なお、収入未済額でございますが、

令和元年６月末現在では１４２万1,０１５

円となっております。 

  款３・国庫支出金は予算現額４００万円、

調定額・収入済額とも４００万円でござい

ます。これはストックマネジメント計画策

定業務に係ります社会資本整備金の交付金

でございます。 

  款４・財産収入は予算現額２０万8,００

０円、調定額、収入済額とも２０万7,５０

０円でございます。これは基金の運用益で

ございます。 

  款５・繰入金は予算現額１億5,０２０万

9,０００円で、調定額、収入済額とも１億

4,７１６万4,８７０円でございます。これ

は一般会計、水道事業会計及び下水道建設

基金からの繰り入れでございます。 

  款６・繰越金は予算現額2,３３１万6,０

００円、調定額、収入済額とも3,６７５万



 

 1－22 

9,５６２円でございます。これは前年度繰

越金でございます。 

  款７・諸収入は予算現額4,０００円、調

定額、収入済額とも２９万8,９１４円でご

ざいます。これは排水設備工事調書代及び

流域下水道事業分担金の精算によるもので

ございます。 

  款８・町債は予算現額3,３３０万円、調

定額、収入済額とも3,３３０万円でござい

ます。これは流域下水道債と下水道事業債

でございます。 

  続きまして、歳出の御説明を申し上げま

す。 

  ３３４ページをごらんください。 

  款１・下水道費、予算現額２億7,１９７

万5,０００円、支出済額２億5,４５０万2,

００４円でございます。これは消費税に係

る公課費のほか、下水道の事務管理に要す

る経費と職員の人件費や下水道流域に伴う

維持管理負担金など、下水道施設の維持管

理に要した経費及び管渠構成工事や流域下

水道建設負担金など、下水道建設の整備に

要した経費でございます。 

  款２・公債費は、予算現額１億8,７４６

万5,０００円、歳出済額１億8,６３９万2,

４０３円でございます。これは償還金の元

金及び利子でございます。予備費の執行は

ございません。 

  説明は以上でございます。御審議賜り御

認定くださいますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  日程第２０「第７号認定 平成３０年度

豊能町水道事業会計決算の認定について」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  上畑建設環境部長。 

○建設環境部長（上畑光明君） 

  それでは第７号認定、平成３０年度豊能

町水道事業会計決算の認定につきまして、

地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

り、別紙監査委員の意見をつけて議会の認

定をお願いするものでございます。 

  順次説明を申し上げますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  まず１ページの、平成３０年度豊能町水

道事業決算報告書の御説明を申し上げます。 

  （１）収益的収入及び支出の収入でござ

います。 

  第１款・水道事業収益は予算額７億8,２

５８万4,０００円に対し、決算額７億5,９

３８万6,６１８円でございます。決算額の

内訳といたしまして、営業収益で４億9,０

１３万5,５１０円、営業外収益で２億6,８

５５万7,４７６円で、特別利益は６９万3,

６３２円でございます。 

  続きまして、支出でございます。 

  第１款・水道事業費は予算額７億6,５４

２万8,０００円に対し、決算額７億5,１０

３万4,２８４円でございます。執行率は98.

１％でございます。決算額の内訳といたし

まして、営業費用で６億5,２６０万4,７７

１円、営業外費用で5,１８０万5,２０３円、

特別損失で4,６６２万4,３１０円でござい

ます。予備費の執行はございませんでした。 

  続きまして、２ページをお開き願います。 

  （２）資本的収入及び支出の収入でござ

います。 

  第１款・資本的収入は予算額１億5,２６

４万2,０００円に対し、決算額１億4,７１

１万3,９４９円でございます。決算額の内

訳といたしまして、他会計繰入金で4,８１

４万2,３８２円、企業債で8,４００万円、

固定資産売却代金で1,４９７万1,５６７円

でございます。 

  次に支出で、第１款・資本的支出は予算

額３億５３７万2,０００円に対し、決算額

２億9,７９１万6,６８１円でございます。
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執行率は97.６％となります。決算の内訳と

いたしまして、建設改良費で8,９６１万５

８９円、企業債償還金で２億８３０万6,０

９２円でございます。 

  以上の結果、資本的収入額が資本的支出

額に対し不足する額１億5,０８０万2,７３

２円は、過年度分損失益勘定留保資金１億4,

４１６万6,４６５円、当年度消費税及び地

方消費税資本的収支調整額６６３万6,２６

７円で補塡したものでございます。 

  続きまして、３ページの平成３０年度豊

能町水道事業損益計算書の御説明を申し上

げます。 

  なお、本ページ以降全ての財務諸表には、

消費税抜きの金額となっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  １の営業収益は、給水収益で４億5,３３

８万8,１０４円、その他営業収益で４７万6,

２６１円、計４億5,３８６万4,３６５円で

ございます。 

  ２の営業費用は、原水及び上水費で１億4,

０４５万6,７０８円、配水及び給水費で１

億2,２２５万7,８８３円、総係費で9,８２

９万5,０２７円、減価償却費で２億7,０６

７万2,２７９円、資産減耗費で２７０万3,

５０２円、計６億3,４３８万5,３９９円で

ございます。 

  以上のことから、１億8,０５２万1,０３

４円の営業損失となっております。 

  ３の営業外収益は、受取利息で１６０万3,

２９３円、口径別納付金で３０５万2,００

０円、他会計負担金で1,８７３万7,５２１

円、他会計繰入金で6,９４５万3,４９１円。

長期前受金戻入で１億7,２７１万2,４４１

円、受託工事収益はございませんでした。

財産収益で７８万4,８６０円、雑収益で８

７万6,５７３円、計２億6,７２２万１８２

円の収益でございます。 

  ４、営業外費用は、受託工事費用はござ

いませんでした。支払い利息で3,５６３万7,

００３円、雑支出で３３１万3,３２１円、

計3,８９５万３２４円でございます。 

  以上のことから、経常損失といたしまし

て、4,７７４万8,８２４円となりました。 

  ５の特別利益は、過年度損失修正益で６

９万3,６３２円、固定資産売却益はござい

ませんでした。 

  ６の特別損失は、固定資産売却損で1,５

０２万8,４３３円、過年度損益収支修正損

は3,１５９万4,８６１円、計4,６６２万3,

２９４円でございます。 

  以上のことから、当年度純益といたしま

して、１８１万9,１６２円となり、前年度

繰越欠損金1,７１１万9,４０１円から差し

引きしますと、平成３０年度の未処分欠損

額が1,５３０万２３９円となりました。 

  続きまして、４ページをお開きください。 

  平成３０年度豊能町水道事業剰余金計算

書の御説明を申し上げます。 

  資本金等、自己資本金につきましては、

変動がございませんでしたので、平成３０

年度の末残高は前年度と同額の６億6,６７

０万4,００５円でございます。 

  次に剰余金でございます。 

  資本剰余金につきましては変動がござい

ませんでしたので、平成３０年度末残高は

前年度と同額の１億5,２９１万4,２９８円

でございます。 

  次に、利益剰余金でございます。 

  未処分利益剰余金は前年度末残高でマイ

ナス1,７１１万9,４０１円で、平成３０年

度の変動額は１８１万9,１６２円となり、

平成３０年度末残高はマイナス1,５３０万

２３９円となります。したがいまして、翌

年度へ繰り越す資本合計は８億４３１万8,

０６４円であります。 

  次に平成３０年度豊能町水道事業剰余金

処分計算書（案）でございます。 
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  資本金、資本剰余金、未処分利益剰余金

につきましては、平成２９年度末残高から

処分額がございませんでしたので、同額が

平成３１年度末残高となります。なお、５

ページの豊能町水道事業貸借対照表以降の

説明は省略をさせていただきます。 

  説明は以上でございますが、豊能町水道

事業は昭和５７年の４月の創設以来、３７

年にわたり地域の住民の方々に安心してお

使いいただける水を供給するよう努めてま

いりましたが、平成３１年４月に事業を廃

止し、大阪広域水道事業団豊能水道センタ

ーとして、新たにスタートをいたしました。

今後は企業団の豊富な技術力と効率的なネ

ットワークを生かし、さらに安全で安心し

てお使いいただける水を安定して届けてい

ただけるものと思っております。 

  説明は以上でございます。御審議賜り御

認定くださいますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、９月３日午前９時３０分より会

議を開きます。 

  本日は大変に御苦労さまでございました。 

 

散会 午前１１時０６分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

第４２号議案 豊能町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ 

       いて 

第４３号議案 豊能町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

       制定の件 

第４４号議案 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行 

       に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件 

第４５号議案 豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例制定の 

       件 

第４６号議案 豊能町附属機関に関する条例改正の件 

第４７号議案 豊能町印鑑条例改正の件 

第４８号議案 豊能町災害弔慰金の支給等に関する条例改正の件 

第４９号議案 豊能町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営 

       に関する基準を定める条例等改正の件 

第５０号議案 豊能町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 

       改正の件 

第５１号議案 令和元年度豊能町一般会計補正予算の件 

第５２号議案 令和元年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の件 

第５３号議案 令和元年度豊能町下水道事業特別会計補正予算の件 

第 １号認定 平成３０年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ２号認定 平成３０年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳 

       出決算の認定について 

第 ３号認定 平成３０年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定 

       歳入歳出決算の認定について 

第 ４号認定 平成３０年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

       の認定について 

第 ５号認定 平成３０年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決 

       算の認定について 

第 ６号認定 平成３０年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

       定について 
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第 ７号認定 平成３０年度豊能町水道事業会計決算の認定について 
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    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員  ８番 

 

        同    ９番 

 

 

 

 


